
発行元：
山口労務経営管理事務所 山口正裕

〒151-0053

東京都渋谷区代々木２－２３－１

ニューステイトメナー１０６３

Tel ： 03（4590）0377 Fax ： 020（4664）7050

Vol.195ＣommunityTIMESY – O F F I C E

法 改 正 情 報 （改正があった労働・社会保険関連法や人事労務管理のポイントです）

※掲載内容についてもっと詳しくお知りになりたい場合などお気軽にご連絡ください。

山口労務経営管理事務所 6月号
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● 令和６年４月から労働条件明示ルールが改正されます ― 就業場所・業務の変更の明示など

労働契約を締結するときには、労働基準法に定められた労働条件を従業員に明示する必要があります。この労働

条件の明示のルールが令和６年4月に変更になります。以下ではその内容をとり上げます。

1. 労働労働条件明示事項が追加に

労働基準法施行規則等の改正により、令和６年４月から労働条件明示のルールが変わります。具体的には、労働

契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます。明示が必要なタイミングごとに、新しく追加さ

れる明示事項を見てみましょう。

１ すべての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時

→明示事項①：就業場所・業務の変更の範囲

２ 有期労働契約の締結時と更新時

→明示事項②：更新上限（通算契約期間または更新回数の上限）の有無と内容

※ あわせて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあら

かじめ説明することが必要になります。

３ 無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時

→明示事項③：無期転換申込機会、明示事項④：無期転換後の労働条件

※ あわせて、無期転換後の労働条件を決定するにあたって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランス

を考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。

2. 労働条件通知書を見直しましょう

上記１については、すべての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇入れ直後」の就業

場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要になります。改正に適応した労働条件通

知書となるよう、書式を見直しましょう。また、有期契約労働者については、上記２・３に基づき、会社の方針を踏ま

えしっかりと説明する必要があることに注意しましょう。労働条件通知書の見直しについては、弊所へご相談くださ

い。

☞ こちらも参考にしてください。

■ 【「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」 】 （弊所ＨＰ）

https://www.y-office.net/leaflet.html

■ 【令和４年度労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえた労働契約法制の見直しについて（無

期転換ルール及び労働契約関係の明確化）」】 （厚生労働省ＨＰ）

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
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1日

○ 労働保険の年度更新手続の開始＜7月10日まで＞［労働基準監督署］

12日

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］

30日

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第1期分＞［郵便局または銀行］

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定所］

※掲載内容についてもっと詳しくお知りになりたい場合などお気軽にご連絡ください。

 6月の税務と労務の手続 （提出先・納付先）

 トピック （最近の記事の中から労務管理上注目すべき情報を抜粋しました）
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● 2028年度までに雇用保険対象者拡大（5/26）

政府は、週所定労働時間20時間未満で働く人も失業給付や育児休業給付等を受け取れるよう、６月に閣議決定する「経済

財政運営と改革の基本方針（骨太方針）」に、2028年度までの雇用保険の対象者の拡大を盛り込む見通し。まずは雇用保険

法を改正し、細かい条件は労働政策審議会にて議論のうえ、周知と準備の期間をかけて進める。

● 特定技能２号11分野に拡大（5/24）

自民党は23日、在留期間の上限がない在留資格「特定技能２号」の対象分野を追加し、２分野から11分野に拡大する政府

案を了承した。追加対象となるのはビルクリーニング、宿泊、農業、飲食料品製造業などで、いずれも現在１号の対象となって

いる。政府は６月にも閣議決定し、方針を定めた後、法務省令改正で対象を追加する方針。


